








主要な資産の状況（2023年7月31日現在）
「Aコース」「Cコース」 「Bコース」「Dコース」

＜キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド（米ドル売り円買い）の主要な資産の状況等＞ ＜キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド（為替ヘッジなし）の主要な資産の状況等＞

順位 銘柄名 投資比率(%) 順位 銘柄名 投資比率(%)

1 「ETOP（クラスＣｄｍｈ－ＪＰＹ）」 99.90 1 「ETOP（クラスＣｄｍ）」 99.84

2 「日本短期債券ファンド」 0.01 2 「日本短期債券ファンド」 0.05

＜各コースが実質的に投資する外国投資信託（ETOP）の主要な資産の状況等＞ (2023年7月31日現在)

資産別構成比率 通貨別構成比率 地域別構成比率 国別構成比率

資産 投資比率(%) 通貨名 投資比率(%) 投資比率(%) 投資比率(%)

株式 34.98 米ドル 33.92 地域名 株式 債券 合計 国名 株式 債券 合計

先進国通貨建て国債 20.45 ユーロ 9.94 アジア 16.41 5.88 22.29 メキシコ 1.56 8.16 9.72

現地通貨建て国債 11.81 香港ドル 7.65 中南米 3.41 21.24 24.66 中国 7.60 0.44 8.04

社債 15.28 ブラジルレアル 6.58 欧州 7.17 7.38 14.55 ブラジル 1.57 5.64 7.21

インフレ連動債 3.17 メキシコペソ 4.99  太平洋地域 4.74 0.81 5.55 米国 1.31 4.08 5.39

その他債券 0.05 その他通貨 22.65 中東 0.28 3.88 4.16 インド 3.69 0.20 3.89

現金等 14.26 現金等 14.26 アフリカ 1.19 7.39 8.58 その他国 19.25 32.24 51.49

北米 1.78 4.14 5.92

以下は、各コースが実質的に投資する外国投資信託の株式部分の上位10銘柄です。

上位10銘柄 （株式）

順位 銘柄名 国名/地域名 業種名 投資比率(%)

1  テンセント・ホールディングス 中国 コミュニケーション・サービス 1.38

2 AIAグループ 香港 金融 1.34

3 ネットイース 中国 コミュニケーション・サービス 1.15

4 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング（TSMC) 台湾 情報技術 1.09

5 シンガポール・テレコム シンガポール コミュニケーション・サービス 1.06

6 バンク・セントラル・アジア インドネシア 金融 1.06

7 サムスン電子 韓国 情報技術 0.98

8 ダノン フランス 生活必需品 0.94

9 ミデア・グループ 中国 一般消費財・サービス 0.94

10 新リュブリャナ銀行 スロベニア 金融 0.89

以下は、各コースが実質的に投資する外国投資信託の債券部分の上位10銘柄です。

上位10銘柄 （債券）

順位 銘柄名 国名/地域名 通貨名 クーポン（%） 満期 投資比率(%)

1 メキシコ メキシコペソ 9.5 2.25

2 ブラジル国債 ブラジル ブラジルレアル 10.0 2.02

3 ブラジル国債(インフレ等指数リンク債) ブラジル ブラジルレアル 6.0 1.87

4 米国債 米国 米ドル 1.5 1.41

5 メキシコ 米ドル 6.875 1.30

6 米国債（ゼロクーポン） 米国 米ドル 0.0 1.26

7 ドミニカ共和国国債 ドミニカ共和国 米ドル 5.95 1.12

8 ギリシャ ユーロ 2.75 1.05

9 南アフリカ国債 南アフリカ 南アフリカランド 8.25 0.95

10 メキシコ 米ドル 9.125 0.95

AMERICA MOVIL SAB DE CV MXN SR UNSEC 9.5% 01-27-31

PETROLEOS MEXICANOS SR UNSEC 6.875% 10-16-25

NATIONAL BANK OF GREECE SA EUR REG S SR UNSEC (B) 2.75% 10-08-26/25

CEMEX SAB DE CV PRP REG S SUB (H) 9.125% 12-31-79/06-14-28

2023年10月24日

2027年1月25日

2026年10月8日

2032年3月31日

2079年12月31日

2031年1月27日

2031年1月1日

2050年8月15日

2024年2月29日

2025年10月16日
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年間収益率の推移

「Aコース」

「Bコース」

「Cコース」

「Dコース」

ファンドにはベンチマークはありません。

ファンドの年間収益率は、税引前分配金を再投資したものとして算出。

2023年は年初から7月末までの収益率を表示。

・ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。

・ファンドの運用状況等は別途、委託会社のホームページで開示している場合があります。
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４.手続･手数料等 

お申込みメモ 

購入単位 販売会社が定める単位 

購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 

購入代金 原則、購入申込受付日から起算して6営業日目までに販売会社にお支払いください。 

換金単位 販売会社が定める単位 

換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 

換金代金 原則､換金申込受付日から起算して6営業日目から販売会社でお支払いします｡ 

申込締切時間 原則として午後3時までに､販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします｡ 

購入の申込期間 2023年9月15日～2024年9月19日 
申込期間は､上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます｡ 

申込不可日 委託会社のホームページ(capitalgroup.co.jp)に申込不可日を掲載します｡ 
申込不可日は､ルクセンブルクの銀行の休業日を含むマザーファンドが投資する投資対象ファンド
の非営業日に当たる日です｡ 

換金制限 信託財産の資金管理を円滑に行なうため､1日1件10億円を超える換金は行なえません｡また､信託財産
の残高規模､市場の流動性の状況等によっては､委託会社は､一定の金額を超える換金のご請求に制限
を設けること、または純資産総額に対し一定の比率を超える換金のご請求を制限する場合があります｡

購入･換金等 
申込受付の中止 
及び取消し 

取引所等における取引の停止等、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事
情があるときは、購入・換金・スイッチングのお申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた
購入・換金・スイッチングのお申込みの受付を取消すことがあります。 

スイッチング 「Aコース」「Bコース」間および「Cコース」「Dコース」間で、無手数料のスイッチングを行なうことがで
きます。 
（販売会社によっては、スイッチングのお取扱いを行なわない場合があります。） 

信託期間 無期限(2013年9月26日設定) 

繰上償還 委託会社は､次に該当する場合には､受託会社と合意のうえ､各ファンドの信託契約を解約し､信託
を終了(繰上償還)させることができます｡ 
●   各ファンドの受益権の口数を合計した口数が50億口または各ファンドの純資産総額を合計した額

が50億円を下回ったとき 
●   受益者のため有利であると認めるとき 
●   やむを得ない事情が発生したとき 

決算日 「Aコース」「Bコース」 原則、毎年6月20日および12月20日（休業日の場合は翌営業日） 
「Cコース」「Dコース」 原則、毎月20日（休業日の場合は翌営業日） 

収益分配 「Aコース」「Bコース」 年2回（6月および12月）の決算時に原則として、分配方針に基づき分配を行
ないます。なお、分配金の再投資が可能です。 
「Cコース」「Dコース」 年12回（毎月）の決算時に原則として、分配方針に基づき分配を行ないます。
なお、分配金の再投資が可能です。 
(注) 上記分配については、委託会社の判断により行なわないことがあります。 

信託金の限度額 各コース 3,000億円 

公告 日本経済新聞に掲載します｡ 

運用報告書 6月および12月の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し､販売会社を通じて受益者に交
付します｡ 

課税関係 課税上は､株式投資信託として取扱われます｡ 
公募株式投資信託は税法上、NISA（少額投資非課税制度）の適用対象であり、2024年1月1日以降
は一定の要件を満たした場合にNISAの適用対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせく
ださい。 
配当控除および益金不算入制度の適用はありません｡ 

 
購入・換金等のお申込みの方法等は、上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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ファンドの費用･税金 

ファンドの費用 

投資者が直接的に負担する費用 

購入時手数料 販売会社にお問い合わせいただくか、手数料を記載した書面をご覧ください。 

なお、手数料率の上限は、購入申込受付日の翌営業日の基準価額に対して3.3％（税抜3.00％）です。 

購入時手数料は、商品および関連する投資環境の説明、情報提供等、ならびに購入に関する事務コス

ト等の対価として、販売会社にお支払いいただく費用です。 

信託財産留保額 ありません｡ 
 

投資者が信託財産で間接的に負担する費用 

運用管理費用 
(信託報酬) 

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対して年率1.7875％（税抜

1.625％）の信託報酬率を乗じて得た額とします。信託報酬は、日々計上され､各ファンドの基準価額に反

映されます｡なお､毎計算期末または信託終了のときに各ファンドから支払われ、その支払先への配分等

は下記のとおりです。 

信託報酬の支払先への配分および役務の内容､ならびに実質的な負担 

信託報酬 年率1.7875％（税抜1.625％） 

委託会社 年率0.85％（税抜） 委託した資金の運用等の対価として 

販売会社 年率0.75％（税抜） 
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの
管理、購入後の情報提供等の対価として 

受託会社 年率0.025％（税抜） 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価とし

投資対象とする外国投資信託＊1の信託報酬 年率0.00％ 

投資対象とする国内投資信託＊2の信託報酬 年率0.007％程度 

実質的な負担＊3 年率1.7945％程度（税込） 

＊1 「ETOP（クラスCdmh-JPY）」「ETOP（クラスCdm）」の投資顧問会社への報酬は､委託会社が支払います｡このため､当該ファンドに信託

報酬はかかりませんが､下記｢その他の費用･手数料｣に表示するファンド管理費用が別途かかります｡ 

＊2 「日本短期債券ファンド」は､年率0.143％(税抜0.13％)を上限とする信託報酬がかかりますが､当該ファンドの実質的な組入比率は低位

を維持するため､受益者が実質的に負担する信託報酬の算出にあたっては､年率0.007％程度と見込み､当該年率を表示しています｡ 

＊3 各ファンドは他の投資信託証券を実質的な投資対象としており､投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めて受益者が実質的に

負担する信託報酬の概算を表示していますが､投資対象ファンドの実質組入比率は運用状況に応じて変動するため､受益者が実質的

に負担する実際の信託報酬の率および上限額は事前に表示することができません｡ 

その他の 
費用･手数料 
 

投資者が信託財産で間接的に負担するその他の費用・手数料は下記のとおりですが、これらの費用等は運用

状況等により変動するものであり、その全てについては事前に料率、上限額を表示することができません。 

法定開示にかかる費用 年率0.05％以内（税込） 
委託会社は下記イ．およびロ．に定める費用の支払いを信託財産のために行ない、支払金額を

信託財産から受けることができます。この場合、委託会社はこれらの費用の合計額をあらかじめ
合理的に見積もったうえで、実際の費用額にかかわらず、固定率または固定金額にて信託財産
から支払いを受けることができます。ただし、委託会社が受領できる下記イ．およびロ．に定める

費用の合計額は日々の信託財産の純資産総額に年10,000分の5の率を乗じて得た額の合計額
を超えないものとし、当該固定率または固定金額については、信託財産の規模等を考慮して、信
託の期中に変更することができます。かかる費用の額は、計算期間を通じて毎日計上し、毎計算

期末または信託終了時に、当該費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産からご負担いた
だきます。 

イ. 信託財産に関する法定開示のための監査費用 

ロ. 信託財産に関する法定開示のための法定書類（有価証券届出書、有価証券報告書、目論見書
および運用報告書その他法令により必要とされる書類）の作成・印刷費用等 

資産管理費用 
（カストディーフィー） 

保管銀行との契約により適正な価格が計上されます。 

資金の借入に伴う借入 
金の利息および有価証 
券の借入に伴う品借料 

借入先との契約により適正な価格が計上されます。 

受託会社による資金の 
立替に伴う利息 

受託会社との交渉により適正な価格が計上されます。 
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その他の 
費用･手数料 

有価証券等の 
売買委託手数料等 

投資対象ファンドの運用状況等により変動するものであり、 
事前に料率、上限等を記載することができません。 

投資対象とする外国投資 
信託のファンド管理費用 

投資対象ファンドとする外国投資信託の合計純資産額に対し、 
上限年率0.15％ 

●   法定開示にかかる費用は毎計算期末または信託終了のときにファンドから支払われます。これら以外のその他の費用・手数料等
は、そのつど信託財産から支払われます。 

 

税金 

税金は表に記載の時期に適用されます｡ 

以下の表は､個人投資者の源泉徴収時の税率であり､課税方法等により異なる場合があります｡ 

時  期 項  目 税  金 

分配時 
所得税､復興特別所得税 
及び地方税 

配当所得として課税 
普通分配金に対して20.315％ 

換金(解約)時及び償還時 
所得税､復興特別所得税 
及び地方税 

譲渡所得として課税 
換金(解約)時及び償還時の差益(譲渡益)に対して20.315％ 

●   外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。 
●   上記は､2023年7月31日現在のものです｡2038年1月1日以降は20％となる予定です｡なお､税法が改正された場合等には､税率等が変更される場合があります｡ 
●   少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合 

少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度です。 

NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となりますが、
2024年1月1日以降は、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が無期限で
非課税となります。 ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。 また、2024年1月1日以降
は、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を受けることができます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 

●   法人の場合は上記とは異なります｡ 
●   税金の取扱いの詳細については､税務専門家等にご確認されることをお勧めします｡ 

 

５.追加的記載事項 

各コースの実質投資対象ファンドの概要 
 
ファンド名 キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ（LUX） 

（クラスCdmh-JPY）／（クラスCdm） 

形態 ルクセンブルク籍／円建／外国投資信託証券／会社型 

投資対象 エマージング市場＊の株式、債券等を主な投資対象とします。 
＊先進国に分類される発行体であっても、その資産もしくは収益等においてエマージング市場に高い比重をおいている場合、投資対

象に含みます。 

投資態度 ●   原則としてエマージング市場の株式、債券等を主要投資対象とし、リスク低減を図りつつ、信託財産の中長期
的な成長を目指します。なお、運用にあたっては、米ドル建以外の資産の対米ドルでの為替変動に対して機
動的に為替取引を行ないます。 

 
「ETOP（クラスCdmh-JPY）」 
●   実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を

行ないます。 
 
「ETOP（クラスCdm）」 
●   原則として対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行ないません。 
 
●   市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 

主な投資制限 ●   純資産総額の範囲内において有価証券への投資に制限を設けません。 
●   同一発行体の発行する証券への投資は原則として取得時においてファンドの純資産総額の10％を上限とし

ます。ただし国債や政府保証債、短期金融商品等については除外します。 

投資顧問会社 キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー 

副投資顧問会社 キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル 

上記は、2023年7月31日現在のものであり、今後、投資顧問会社等の判断その他理由により変更される場合があります。 
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ファンド名 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) 

形態 追加型証券投資信託／契約型 

投資対象 日本短期債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とします｡このほか､わが国の公社債･金融商品に直接
投資することがあります｡ 

投資態度 ●   日本短期債券マザーファンド受益証券への投資を通じて､わが国の公社債･金融商品に投資します｡ 
●   NOMURA-BPI短期インデックス＊をベンチマークとし､これを上回る投資成果を目指します｡ 
●   日本短期債券マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします｡ 
●   市況動向､資金動向等によっては､上記のような運用ができない場合があります｡ 

主な投資制限 ●   株式への実質投資割合は､信託財産の純資産総額の10％以下とします｡ 
●   外貨建資産への投資は行ないません｡ 
●   有価証券先物取引等を行なうことができます｡ 
●   スワップ取引は効率的な運用に資するため行なうことができます｡ 

委託会社 三菱UFJ国際投信株式会社 

上記は、2023年7月31日現在のものであり、今後、委託会社等の判断その他理由により変更される場合があります。 

＊NOMURA-BPI短期インデックスに関する知的財産権は､野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社（以下「NFRC」）に帰

属しております｡また､NFRCは､ファンドの運用成果に関して一切の責任を負うものではありません｡ 

 

 

ファンドの名称について 
 
ファンドの名称は表に記載の正式名称または略称等で記載します。 
 
正式名称 略称 

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース 

（年2回決算／米ドル売り円買い） 

「Aコース」 

「Aコース（年2回決算／米ドル売り円買い）」 

「キャピタル・エマージングストラテジーA年2（米ドル売円買）」 

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース 

（年2回決算／為替ヘッジなし） 

「Bコース」 

「Bコース（年2回決算／為替ヘッジなし）」 

「キャピタル・エマージングストラテジーB年2(為替ヘッジなし）」 

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース 

（毎月分配／米ドル売り円買い） 

「Cコース」 

「Cコース（毎月分配／米ドル売り円買い）」 

「キャピタル・エマージングストラテジーC毎月（米ドル売円買）」 

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース 

（毎月分配／為替ヘッジなし） 

「Dコース」 

「Dコース（毎月分配／為替ヘッジなし）」 

「キャピタル・エマージングストラテジーD毎月(為替ヘッジなし）」 
 
また、上記ファンドを総称して「キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース／Bコース／Cコース／Dコース」、各々を「ファン
ド」または「コース」という場合があります。 

 
 
正式名称 略称 

キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド 

（米ドル売り円買い） 

「A／Cマザーファンド」 

キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド 

（為替ヘッジなし） 

「B／Dマザーファンド」 

 
また、上記ファンドを総称して「マザーファンド」、各々を「マザーファンド」という場合があります。 

 
 
正式名称 略称 

キャピタル・グループ・ 

エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ（LUX）

（クラスCdmh-JPY） 

「ETOP（クラスCdmh-JPY）」 

キャピタル・グループ・ 

エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ（LUX）

（クラスCdm） 

「ETOP（クラスCdm）」 

日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定） 「日本短期債券ファンド」 
 
また、上記ファンドを総称して「投資対象ファンド」という場合があります。 
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